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私達と共に、女性部の活動に
参加しませんか？
商工会女性部事務局

TEL：62-0342 FAX：62-3553

女性部員募集中
女性部

お問い合わせは青年部事務局
TEL.0772-62-0342 まで

青年部には様々な業種の若手経営者・
後継者が在籍しています。
ネットワークを築き事業発展に

つなげよう！

青年部員募集中 !!

　企業を取り巻く環境変化に対応し、中小企業者ひいては京都経済の発展
に向け、企業の持つ自社独自の「強み」を活かした新商品開発や新分野進
出実現のための事業化の取組みを応援する補助金制度です。
　事業業化の段階に応じて3つのコース設定があります。

◉市内事業所（約100社程度）を、ヒアリングした景気動向結果を指標化し、「D.I」値としています。

地域経済動向調査『D.I.』報告
平成30年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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工業（食品製造業）

経営発達支援計画

▲総会風景

▲吉浪 渉 様 

▲イングリッシュガーデン 

たぬき村▶

視察研修会（日帰り）を実施しました

◎支援内容

★京丹後の果物とシルクパウダーが入ったゼリー
　（ぶどう、桃、シルクヨーグルト）…………………《3個入》価格800円（税込）
　（ぶどう、シルクヨーグルトまたは桃、シルクヨーグルト）《2個入》価格550円（税込）

◇京丹後市商工会女性部オリジナル商品『きぬの果』

※アミティ丹後、久美浜駅、てんきてんき丹後、丹後王国、戸田風月堂様（峰山）で購入いただけます。

通常総会
  を開催しました

第12回

　4月19日（木）プラザホテル吉翠苑におきまし
て、6名の来賓にご臨席賜り、本人出席56名・委
任出席21名の合計77名にて第12回通常総会を開
催しました。提出された議案は全て承認可決され
ました。承認された議案は下記のとおりです。
　 □第1号議案：平成29年度事業報告並びに収支決算承認の件
　 □第2号議案：平成30年度会費賦課額並びに徴収方法決定の件
　 □第3号議案：青年部内規の一部改正の件
　 □第4号議案：平成30年度事業計画並びに収支予算決定の件
　 □第5号議案：任期満了に伴う役員改選の件
　役員改選の結果、新部長として中西脩介（㈱マルサン）、前ま
ちづくり委員長が選任されました。
　また、総会後の懇親会では当青年部を長年引率していただきま
した吉浪 渉様（吉浪タイル）の卒業式も行いました。

《新部長所信表明》
　本年度より部長を務めさせて頂きます中西です。当青年部は京都府内でも
最も部員数の多い青年部です。そして意欲ある役員・部員に囲まれた、恵ま
れた環境で部長を務めさせて頂く事に、まず感謝を申し上げたいと思います。
　我々は次世代を担う商工会の若手後継者として、多様化する時代に対応で
きる経営者を目指し、成長し続けなければなりません。
　その為には各委員会事業を通じて様々な形での親睦・交流の機会を作り

ます。その中で部員同士が出会って自分の事を知ってもらい、また相手の事を知る中で自身の商
売での悩み等を相談したり、時には京丹後の将来を明るく語り「本音」で話ができる付き合いが
増える事を期待します。その積み重ねにより、ビジネスチャンスを得る事や経営の知識等を学び、
成長する事ができて自社発展の一助となります。
　また、引き続き京丹後の若手事業者に商工会青年部の魅力を発信し、新規入部によって一人で
も多くの仲間が増えるように組織強化に努めます。
　地域から求められる団体として京丹後市を盛り上げていける様に役員一同一丸となって務めていきます。
　2年間の任期ですが、どうぞよろしくお願い致します。

「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」のご案内平成30年度「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」のご案内平成30年度

◉応募要領及び申請様式は、当会ホームページ（http://kyotango.kyoto-fsci.or.jp/）
　よりダウンロードください。

〈お申込み・お問い合わせ〉 京丹後市商工会本所または各支所まで

対　　象
小規模企業※1 ※2
中小企業（小規模企業除く）※1
中小企業を構成員とする団体等※1

商店街団体
創業予定者、中小企業等
（創業から５年目までを含む）

項　目 補助上限額
200,000円
300,000円

3分の2以内
補助率

2分の1以内
3分の2以内
3分の2以内

3分の2以内

200,000円
200,000円

200,000円（2）起業支援型

（1）経営改善型

中
小
企
業
等

　京都府と京丹後市商工会では、厳しい経営環境にある中小企業の方々や商店街団体
を支援する「中小企業知恵の経営ステップアップ支援事業」制度を実施しており
ます。これは中小企業応援隊の支援策として、本事業主旨に沿ったみなさんが 30 年
度に実施される取組（事業）に必要な経費の一部を補助し、応援しようとするものです。

～中小企業の皆様の新商品開発等の新規事業を応援します～

◎応募資格
①自社独自の強みを活かし、新商品・新サービス・新ビジネスモデル等の開発、新分野進出等の事業に取り組む者
②本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を京都府内に有する中小企業者
③中小企業応援隊又は（公財）京都産業 21のコーディネータの支援があること
◎応募期限／平成 30 年 7月10日（火）  午後 5時迄
※別途、公開されている応募要領のほか、FAQも併せて熟読いただいた上でご応募ください。
【さらに詳しい内容については補助金広報ページ（https://www.ki21.jp/kobo/h30/eg/）または当
会ホームページ（http://kyotango.kyoto-fsci.or.jp/）からご確認ください。その他、同時公募中の支
援施策についても当会ホームページに掲載しています。】

京都エコノミック・ガーデニング
支援強化事業のご案内

コース Ⅰ事業創生コース Ⅱ事業化促進コース Ⅲ本格的事業展開コース

対象期間

対象事業

対象経費

補助率

支援規模
補助対象期間 原則として補助金交付決定日から12ヶ月間

原則として補助金交付決定日から12ヶ月間
補助対象経費の1/2以内

①旅費、②直接人件費、③材料費・消耗品費、④財産購入費等・備品購入費等、
⑤外注・委託費、⑥大学等研究機関との受託（共同）研究費、⑦その他直接経費

ー 土地造成費、建物建設費、量産設備費の15％以内

100万円以内（20件程度） 1,000万円以内（10件程度） 3,000万円以内（10件程度）

新規事業の見極め及びブラッシュ
アップのためのテストマーケティング
等、事業計画段階で必要となる取組等 

試作品・サービス等の開発、
テスト販売等による本格的
な市場調査・販路開拓等 

実用化に向けた応用研究・生
産技術開発、量産設備投資、
それらと連動した販路開拓等 

　　※1.別途専門家派遣も可能です　※2.小規模事業者の範囲は詳細版をご確認ください
○対象事業期間…平成30年4月1日（日）～平成31年2月28日（木）までに実施される事業が対象
○申請受付期間…平成30年7月2日（月）～平成30年8月3日（金）
○審査基準
　⑴経営改善（商店街：集客）に繋がる工夫を凝らした取組（事業）であること。
　⑵経営改善の見通し（売上向上、販路開拓、効率化など）があること。
　⑶具体性・計画性があり、実現可能なものであること。
○その他
　⑴補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合
　　にも希望された金額のすべてに応じられない場合があります。また、原
　　則、２年連続での採択は認められませんのでご留意ください。
　⑵補助金の支払いは、原則、取組（事業）終了後の精算払いとします。

　当日は、天候にも恵まれ、絶好の視察日和となりました。
45名参加のもと滋賀県へと向い、まずは信楽のたぬき村で
の陶芸体験。手びねりでの手順を視聴後、各自思い思いの作
品を真剣ながらも楽しく作りました。7月の焼き上がりが楽
しみです。食事の後は、森の中に建つ「ラコリーナ近江八幡」
でお買い物。平日でも大勢の人で賑わっていま
した。近江八幡から大津に向かい県内初の国
際観光ホテルとして昭和9年に建設された当時
の姿をそのまま復元改修した「びわ湖大津館」
の見学と庭園内に多品種の薔薇が咲いている
「イングリッシュガーデン」では、びわ湖から
の爽やかな風と優しい花の香りを感じながら
散策をしました。部員同士交流しながらとても
楽しい一日を過ごしました。

○対象企業…京丹後市内に事業所（団体）等を有する  ※中小企業等及び商店街団体
○補助事業の対象
　⑴経営改善に取り組む中小企業等や売上向上を目指す商店街団体（経営改善型）
　⑵創業予定者と雇用を伴う創業（５年目まで対象）及び第二創業に係る取組（起業支援型）
　⑶専門家の派遣〈経営改善型のみ別途実施可能〉
　　※なお、当会のコンサルティング（経営指導）を受ける事が必須条件です。
○対象経費（例）…中小企業応援隊の伴走支援により、経営安定と成長に向けた中小企業等
　　　　　　　　　が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝らした取組、
　　　　　　　　　商店街団体が実施する売上向上を目指す取組を支援するもの
　【補助対象経費の具体例】
　　◆経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費など
　　 ・展示会出店費用、ブース造作料  ・のぼり旗等の作成経費
　　 ・新聞折込み、チラシ作成、ホームページ作成に係る経費  ・新聞、広報誌等掲載に係る経費
　　 ・商品券の印刷経費  ・集客増加を目指す事務所等の修繕経費  ・備品等の購入経費
　　◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費など
　　 ・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新など
　　◆固定客を生み出すような商店街の実施するイベント経費など
　　 ・売り出し等チラシ、イベントなどの粗品に係る経費　
　　◆その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの
　　※交付決定の日以前に着手（発注や契約行為含む）した取組については「事前着手届」の提出が必
　　　要です。「事前着手届」提出の取組であっても、交付決定日以降の請求・支払が対象となります。
○補助金額【補助金の補助率及び補助上限額】

5/16
㈬

今後の事業予定 平成30年7月14日㈯
於：プラザアピア峰山親睦ボウリング大会


